
 

 

 

 

案件１ 地方分権改革の推進に向けた取組について 
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地方分権改革の流れ（抜粋）
国の動き 高槻市の対応

Ｈ21.11 地域主権戦略会議発足
Ｈ21.12 地方分権改革推進計画閣議決定
Ｈ22. 6 地域主権戦略大綱閣議決定 H22. 4特別委員会開催

 H23.4 第１次一括法 成立 H23. 2特別委員会開催
 H23.8 第２次一括法 成立 

Ｈ23.11 「義務付け・枠付けの更なる見直しについて」閣議決定
H24. 2特別委員会開催
H25. 2特別委員会開催

Ｈ25. 3 地方分権推進本部発足
Ｈ25. 3 「義務付け・枠付けの第４次見直しについて」閣議決定

 H25.6 第３次一括法 成立 
H25. 8特別委員会開催

Ｈ25.12 「事務･権限の移譲等に関する見直し方針について」閣議決定
 H26. 4特別委員会開催

H26.5 第４次一括法 成立
  H26. 7特別委員会開催

Ｈ27. 1 「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」閣議決定

 H27.6 第５次一括法 成立   H27. 8特別委員会開催
Ｈ27.12 「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」閣議決定

 H28. 2特別委員会開催
H28.5 第６次一括法 成立

 H28. 8特別委員会開催
Ｈ28.12 「平成28年の地方からの提案等に関する対応方針」閣議決定

H29.4 第７次一括法 成立
Ｈ29.12 「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」閣議決定

 H30. 2特別委員会開催
 H30.6 第８次一括法 成立

Ｈ30.12 「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」閣議決定
 H31. 1特別委員会開催

 R1.5 第９次一括法 成立
Ｒ1.12  「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」閣議決定

 R2．1特別委員会開催
 R2.6 第１０次一括法 成立

Ｒ2.12  「令和2年の地方からの提案等に関する対応方針」閣議決定
 R3．1特別委員会開催

R3.5 第１１次一括法 成立
Ｒ3.12  「令和3年の地方からの提案等に関する対応方針」閣議決定

  R4．2特別委員会開催
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改正前 改正後

1

地方自治法 地縁による団体が不動産等を保有してい
ない又は保有する予定がない場合であっ
ても、市町村長が当該団体を認可すること
を可能とする。

― ― R3.11.26 ― 不要 地縁団体認可ハンドブックの改訂を
行い、ホームページにて周知を図
る。

コミュニティ推進室

2

地方公共団体
の特定の事務
の郵便局にお
ける取扱いに
関する法律

転出届の受付及び転出証明書の引渡し並
びに印鑑登録の廃止申請の受付の事務に
ついて、地方公共団体が指定する郵便局
において取り扱わせることを可能とする。

― ― R3.5.26 ― 不要 転出届の受付等の事務について
は、本庁並びに３支所において実施
しており、郵便局における取扱いに
関する要望が特になく、現時点で検
討していない。

市民課

3

介護保険法 小規模多機能型居宅介護及び介護予防
小規模多機能型居宅介護の利用定員に
関する基準について、必ず省令の規定に
適合しなければならない「従うべき基準」か
ら、合理的な理由がある範囲内で、地域の
実情に応じた内容を定めることは許容され
る「標準」に見直すことにより、市町村が独
自に基準を定めることも可能とする。

― ― R3.8.26 ― 不要 本市の実情からは、現行と異なる基
準を設ける合理的な理由がなく、現
行の基準を維持することが望ましい
ことから、条例改正による基準の変
更は現時点では必要ないと判断して
いる。

福祉指導課

（１）第１１次地方分権一括法での法改正に係るもの

個別法 改正概要
権限

法施行日 所管部署備考（対応状況等）
経過措置
期限

条例No.
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改正前 改正後

1

新型インフルエ
ンザ等対策特
別措置法

新型インフルエンザ等特別措置法におい
て、営業時間の変更の要請等を内容とす
るまん延防止等重点措置を創設するなど
の改正。

― ― R3.2.13 ― 不要 危機管理室

2

地方公共団体
の特定の事務
の郵便局にお
ける取扱いに
関する法律

以下に掲げる地方公共団体の事務につい
ては、地方公共団体が指定する郵便局に
おいて取り扱わせることができる事務に追
加する。
③署名用電子証明書の発行の申請の受
付及び当該申請に係る署名用電子証明書
の提供並びに署名用電子証明書の失効を
求める旨の申請の受付
④利用者証明用電子証明書の発行の申
請の受付及び当該申請に係る利用者証明
用電子証明書の提供並びに利用者証明
用電子証明書の失効を求める旨の申請の
受付

― ― R3.5.19 ― 不要 署名用電子証明書の発行申請受付
等の事務について、本庁並びに３支
所において実施している。今後マイ
ナンバーカードを保有する市民が増
加するにつれて、電子証明書の発行
も増加することから、受付体制の強
化が必要となるため、郵便局におけ
る取扱いを含め検討を行う。

市民課

3

子ども・子育て
支援法施行令

小規模住居型児童養育事業を行う者（ファ
ミリーホーム）に委託されている小学校就
学前子どもが保育所等を利用する場合の
利用者負担について、里親と同様に負担
を求めないこととする。

― ― R3.4.1 ― 不要 「高槻市特定教育・保育施設及び特
定地域型保育事業の利用者負担額
を定める条例」における既存の条項
で適用できることから、現時点での
改正は検討していない。

保育幼稚園事業課

4

地方自治法施
行規則

地方公共団体における電子契約に用いる
ことができる電子証明書として地方公共団
体組織認証基盤において発行される職責
証明書を追加する。

― ― R2.9.18 ― 不要 現時点で電子契約を導入していな
い。

契約検査課

No.

（２）個別法令の改正に係るもの

個別法令 改正概要 施行日 条例
経過措置
期限

備考（対応状況等） 所管部署
権限
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改正前 改正後
No. 個別法令 改正概要 施行日 条例

経過措置
期限

備考（対応状況等） 所管部署
権限

5

日本国との平
和条約に基づ
き日本の国籍
を離脱した者
等の出入国管
理に関する特
例法施行規則

特別永住者証明書の有効期間更新申請
等に関し、一定の要件を満たした特別永住
者等につき、本人限定受取郵便により特
別永住者証明書を受領することを可能とす
る。

― ― R3.5.1 ― 不要 市民課

6

診療放射線技
師法施行規則

集団で行う乳がん検診における乳房エック
ス線検査について、医師の立会いを不要と
する。

― ― R3.10.1 ― 不要 健康づくり推進課

7

国民健康保険
法施行規則

市町村が行う国民健康保険の被保険者の
高額療養費の支給申請について、市町村
の判断により手続を簡素化することを可能
とする。

― ― R3.3.17 ― 不要 システムを改修する必要があるた
め、新システムの導入（令和５年１月
からを予定）にあわせて対応する予
定。

国民健康保険課

8

生活保護法施
行規則

葬祭扶助（生活保護法１８条）を行った場
合であって、遺留金銭等を保護費に充当
し、なお残余を生じたときには、相続財産
管理制度だけでなく弁済供託制度につい
ても活用可能とする。

― ― R2.12.9 ― 不要 生活福祉総務課

9

農業振興地域
の整備に関す
る法律施行規
則

耕作又は養畜の業務を営む者が設置し自
己の生産する農畜産物等を提供する農家
レストランについて、農業用施設として位置
付け、農用地区域内での設置を可能とす
る。

― ― R2.3.31 ― 不要 農林緑政課

10

・農業委員会
等に関する法
律施行令
・農業委員会
等に関する法
律施行規則

農地利用最適化推進委員の定数の基準
について、農業委員会ごとの農地等の状
況に応じて配置できるよう緩和する。

― ― R4.4.1 ― 不要 定数増加の場合は条例の改正を行
うこととなるが、現時点では検討して
いない。

農業委員会事務局

11

・建築基準法
施行規則
・建築動態統
計調査規則

建築主が作成する建築工事届及び建築物
除却届の様式について、都道府県が作成
する建築着工統計調査票及び建築物除却
統計調査票への転記を容易とするための
改正。

― ― R3.3.31 ― 不要 審査指導課
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改正前 改正後
No. 個別法令 改正概要 施行日 条例

経過措置
期限

備考（対応状況等） 所管部署
権限

13

瀬戸内海環境
保全特別措置
法施行規則

特定施設の構造等の変更の許可におい
て、排出水の汚染状態及び量が増大せ
ず、環境保全上著しい支障を生じさせるお
それがないことが明らかな場合は、特定施
設の構造等を変更することが環境に及ぼ
す影響についての調査の結果に基づく事
前評価等を要しないこととする。

― ― R2.9.25 ― 不要 環境政策課

14

廃棄物の処理
及び清掃に関
する法律施行
規則

産業廃棄物処理施設の設置者は、非常災
害により生じた廃棄物を処理するときは、
届出を行うことにより、産業廃棄物処理施
設の設置許可に係る産業廃棄物の同一の
種類のものに限らず、当該施設において
処理する産業廃棄物と同様の性状を有す
る災害廃棄物を処理することができること
とする。

― ― R2.7.16 ― 不要 資源循環推進課

12

・大気汚染防
止法施行規則
・騒音規制法
施行規則
・水質汚濁防
止法施行規則
・瀬戸内海環
境保全特別措
置法施行規則
・振動規制法
施行規則
・ダイオキシン
類対策特別措
置法施行規則
・大気汚染防
止法の一部を
改正する法律
の施行に伴う
環境省関係省
令の整備に関
する省令
・特定工場にお
ける公害防止
組織の整備に
関する法律施
行規則

省令改正の趣旨を鑑み、行政手続
における押印の見直しのための関
係規則の整理に関する規則におい
て、市で定める様式について押印及
び本人署名を不要とする改正をして
いる。（令和３年４月１日施行）

― ― R2.12.28 ― 環境政策課各省令において定める様式について、押
印及び本人署名を不要とするための改
正。

不要
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